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証券コード 3300
2023年９月12日

（電子提供措置の開始日2023年９月６日）

株 主 各 位
東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号

住友不動産原宿ビル18階

株式会社アンビション ＤＸ ホールディングス

代表取締役社長 清 水 剛

第16回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第16回定時株主総

会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにア

クセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも

掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスし

て、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を

選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数

ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示

いただき、2023年９月27日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願

い申しあげます。

敬 具

当社ウェブサイト https://am-bition.jp/

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
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記

１. 日 時 2023年９月28日（木曜日）午前10時

２. 場 所 東京都渋谷区神宮前一丁目５番３号

東郷記念館４階 「天翔」

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３. 目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第16期（2022年７月１日から2023年６月30日まで）事業報告の内容、連結計

算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報

告の件

２. 第16期（2022年７月１日から2023年６月30日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

４. その他招集にあたっての決定事項

議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を

されたものとして取り扱わせていただきます。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお

願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させてい

ただきます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、

下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委

員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

・連結計算書類における連結注記表

・計算書類における個別注記表
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事 業 報 告

(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

1. 企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染防止

の行動制限が緩和され、外国人観光客の受入れの再開、個人消費の回復と経済活動の正常

化等により、国内の経済活動は緩やかに回復の兆しをみせてまいりました。一方で、ロシ

ア・ウクライナ問題の長期化や金融政策等を背景とした世界的な資源価格の高騰、急激な

為替の変動や物価の上昇等により、将来的な見通しは不透明な状態が継続しております。

このような事業環境の中、当社グループはDX（デジタルトランスフォーメーション）に

よって自社の事業変革と自社の属する不動産業界全体の変革を目指し、ビジョンとして

「DXによって不動産ビジネスを変革し、デジタルとリアルを融合した唯一の不動産デジタル

プラットフォーマーになる」を掲げております。ビジョン達成に導く３大方針を「DX推進

による事業変革」「M&A推進など、非連続な業容拡大への取組み」「新たな不動産DXプロダク

トの開発・販売による業界変革」としております。こうした取り組みにより、労働集約型

業界の変革、業界地位の向上、そして顧客体験への進化へと繋げ、不動産業界をリアルと

DXとの融合で変革するリーディングカンパニーを目指しております。

当連結会計年度においては、賃貸管理業務における業務効率化と生産性向上を実現する

次世代管理システム『AMBITION Cloud』の構築を進めており、『AMBITION Cloud』の中核を

担う自社開発の電子サイン『AMBITION Sign』のリリースによりDXプラットフォーム実現に

向け大きく進捗しました。『AMBITION Me』は、鍵受け渡しから日々の生活サービスまで、

入居者をサポートするサービスを提供しており、今後も様々なサービスを追加し、入居者

の利便性を高めていくとともに、当社グループの新たなビジネスに繋げていきます。また、

住宅環境に関する商品の営業代行を運営する株式会社DRAFTを子会社化するなど、積極的な

M&Aやアライアンスの推進も行っております。

その結果、当連結会計年度の売上高は36,239,291千円（前期比14.7％増、4,631,475千円

増）、営業利益は1,603,533千円（前期比7.0％増、104,630千円増）、経常利益は1,482,549

千円（前期比9.4％増、127,135千円増）、親会社株主に帰属する当期純利益は961,343千円

（前期比16.4％増、135,174千円増）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。
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(賃貸DXプロパティマネジメント事業）

当事業は、主に住居用不動産の転貸借(サブリース)を行う当社グループ主力の事業で、

管理戸数の増加及び高入居率の維持を基本方針としております。前期から構築を行ってい

る次世代管理システム『AMBITION Cloud』により、業務の効率化を促進しております。

また、ライフタイムバリュー戦略として入居者アプリ『AMBITION Me』により、入居手続

き時に専用サービスから鍵の受け渡しまで、スマホだけで申込を行うことを実現しました。

現在『AMBITION Me』は更なるサービスの追加に向けて引き続き開発を行っております。ま

た、顧客の様々なライフステージにおいて、満足度とエンゲージメントの向上、LTV（顧客

生涯価値）の最大化を実現する、ロイヤリティプログラムを構築しております。

当連結会計年度におきましても、KPI(重要業績評価指標)である管理戸数については

24,971戸（前年同期比3.5％増、850戸増）、サブリース管理戸数については13,913戸（前年

同期比3.1％増、415戸増）と順調に増加いたしました。

当連結会計年度末時点の入居率は98.2％（前年同期末は96.3％）と高水準をキープして

おります。DX施策に取り組んでおり、売上高・利益率ともに大幅に増加しております。

その結果、売上高は19,156,654千円（前期比11.6％増、1,989,123千円増）、セグメント

利益（営業利益）は1,466,011千円（前期比41.1％増、426,725千円増）となりました。

(賃貸DX賃貸仲介事業）

当事業は、当社の管理物件を中心に賃貸物件の仲介事業を行っております。子会社のア

ンビション・エージェンシー（『ルームピア』を運営）、及び同アンビション・バロー（『バ

ロー』を運営）にて、都内９店舗、神奈川県８店舗、埼玉県１店舗の計18店舗を展開して

おります。当事業のリーシング力の高さが主力のプロパティマネジメント事業における高

入居率の維持に貢献しております。

連結会計年度におきましては、AI×RPAツール『ラクテック』の活用により、引き続き入

力業務の人員抑制・反響数のアップに取り組んでおります。また、広告戦略の強化による

WEB集客、リモート接客・VR内見・電子契約など非対面サービスの強化などの集客施策を実

行しております。当該施策及び繁忙期に向けた営業人員の増加により、売上高は増加いた

しました。営業利益におきましては、営業人員及びDX施策のための投資及び、広告宣伝費

の増加等により減少しました。

その結果、売上高は865,399千円（前期比13.5％増、102,605千円増）、セグメント利益

（営業利益）は28,831千円（前期比71.1％減、70,818千円減）となりました。
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(売買DXインベスト事業)

当事業は、『好立地（都内プレミアムエリア）×好デザイン（お洒落なデザイナーズ）』

を強みに、自社開発の新築投資用ワンルームマンション販売を中心に展開する子会社のヴ

ェリタス・インベストメント（以下、ヴェリタス）と、多様なルートからの物件仕入れ力

により、立地を重視した分譲マンションのリノベーション販売を中心に展開する当社イン

ベスト部で行っております。当連結会計年度の業績は、計画通りに進捗し、ヴェリタス278

戸（前年同期比31戸増）、当社インベスト部105戸（前年同期比１戸減）となっております。

その結果、売上高は15,558,287千円(前期比23.1％増、2,916,617千円増）、セグメント利

益(営業利益)は1,860,135千円(前期比18.4％増、289,717千円増）となりました。

(インキュベーション事業)

当事業は、当社グループと親和性の高い事業を行うベンチャー企業への投資、資本業務

提携、投資先企業の支援などを子会社のアンビション・ベンチャーズが行っております。

当連結会計年度末時点では、29社のベンチャー企業に投資を行っております。当連結会

計年度におきましては、新たに11社への投資を実行いたしました。当連結会計年度におい

ては、一部の投資先の売却を実行いたしました。

その結果、売上高は63,437千円(前年同期比88.7％減、496,004千円減)、セグメント利益

（営業利益）は12,024千円(前年同期比97.7％減、512,217千円減)となりました。

(その他事業)

不動産DX事業（システム開発の海外子会社を含む）、少額短期保険事業、ZEH・ライフラ

イン事業、ホテル事業を総じて、その他事業としております。

不動産DX事業では、賃貸管理の次世代管理システム『AMBITION Cloud』を海外子会社の

AMBITION VIETNAM CO.,LTDなどで開発し、社内DXを優先して推進しております。『AMBITION

Cloud』により、賃貸DXプロパティマネジメント事業は大幅な業務効率化と生産性向上を実

現しております。契約進捗管理、修繕管理、募集管理等、不動産賃貸管理業務に係る様々

なシステムを開発しております。また、IT重説とブロックチェーン（分散型台帳）技術を

活用した当社独自の電子サイン『AMBITION Sign』との連携による電子契約パッケージを賃

貸DX事業に提供しております。さらに、秘密性の高い不動産契約情報について、ブロック

チェーン（分散型台帳）技術を活用することで、情報漏えい改ざん防止、なりすましの防

止などの堅牢性を高め、ご契約をセキュアな環境で行っていただくことが可能となってお

ります。

少額短期保険事業では、順調に新規契約を獲得するとともに、申込みから支払いまでペ

ーパーレスで完結できる当社子会社開発システム『MONOLITH（モノリス）』によって、お客
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様と代理店との手続きの効率化を実現し、契約件数が増加しております。

ZEH・ライフライン事業では、蓄電池、太陽光発電、外壁塗装など電力創出・省エネルギ

ー設備の営業を行うZEH（Net Zero Energy House）事業と電気・ガス提供会社の開設・切

替の取り次ぎ、ウォーターサーバーなどの営業を行うライフライン事業を株式会社DRAFTに

て行っております。今後、当社管理物件の入居者や賃貸仲介の顧客に対しサービス提供を

行うなど、賃貸DX事業とのシナジー効果も見込んでおります。

ホテル事業については、当連結会計年度において全ての施設を解約し、事業から撤退い

たしました。

その結果、売上高は595,512千円(前期比25.0％増、119,134千円増）、セグメント損失(営

業損失)は93,245千円(前期は213,125千円のセグメント損失)となりました。

セグメント別売上高は、次のとおりであります。なお、セグメント間の取引については、

相殺消去して表示しております。

第 15 期
（2022年６月期）
（前連結会計年度）

第 16 期
（2023年６月期）
（当連結会計年度）

前期比増減

金 額
（千円）

構成比
（％）

金 額
（千円）

構成比
（％）

金 額
（千円）

増減率
（％）

賃貸DXプロパティマネジメント事業 17,167,530 54.3 19,156,654 52.9 1,989,123 11.6

賃貸 DX 賃貸仲介事業 762,794 2.4 865,399 2.4 102,605 13.5

売買DXインベスト事業 12,641,669 40.0 15,558,287 42.9 2,916,617 23.1

インキュベーション事業 559,442 1.8 63,437 0.2 △496,004 △88.7

そ の 他 事 業 476,378 1.5 595,512 1.6 119,134 25.0

合計 31,607,815 100.0 36,239,291 100.0 4,631,475 14.7

② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は4,011,384

千円で、その主なものは次のとおりであります。

売買DXインベスト事業 株式会社アンビション ＤＸ ホールディングス 住居用不動産取得
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③ 資金調達の状況

イ．当社グループは、当連結会計年度中に不動産投資に係る資金として、借入及び社債発

行により9,844,490千円調達いたしました。

ロ．当社グループは、当連結会計年度中に事業資金として、金融機関より1,045,600千円

調達いたしました。

(2) 財産及び損益の状況

企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

区 分
第 13 期

(2020年６月期)
第 14 期

(2021年６月期)
第 15 期

(2022年６月期)

第 16 期
(当連結会計年度)
(2023年６月期)

売 上 高 (千円) 27,414,058 30,529,613 31,607,815 36,239,291

経 常 利 益 (千円) 817,916 897,767 1,355,413 1,482,549

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 327,607 595,074 826,168 961,343

１株当たり当期純利益 (円) 48.15 87.45 121.42 141.22

総 資 産 (千円) 15,219,081 17,648,653 17,036,770 20,516,587

純 資 産 (千円) 3,897,471 3,852,323 3,744,316 4,600,943

１株当たり純資産額 (円) 570.88 564.05 548.25 667.24

(注)１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額
は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第15期の期首から適用し
ており、第15期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 Ｖ Ａ Ｌ Ｏ Ｒ 20,000千円 100.0％ 賃貸管理及び賃貸仲介業

Ａ Ｍ Ｂ Ｉ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ
ＶＩＥＴＮＡＭ CO.,LTD

230,000USD 100.0 システム開発及び入力代行業務

株 式 会 社 ホ ー プ
少 額 短 期 保 険

103,940千円 93.1 少額短期保険業

株 式 会 社 ヴ ェ リ タ ス ・
イ ン ベ ス ト メ ン ト

100,000千円 100.0 不動産開発及び販売業

株式会社アンビション・
エ ー ジ ェ ン シ ー

10,000千円 100.0 賃貸仲介業

株 式 会 社 Ｖ Ｉ Ｓ Ｉ Ｏ Ｎ 10,000千円 100.0 不動産販売代理業

株式会社アンビション・
レ ン ト

1,000千円 100.0 学生向け賃貸仲介業

株式会社アンビション・
パ ー ト ナ ー

1,000千円 100.0 法人向け賃貸仲介業

株式会社Ｒｅ-Ｔｅｃｈ ＲａａＳ 20,000千円 100.0
ロボットアウトソーシング事
業・AI事業

株式会社アンビション・
ベ ン チ ャ ー ズ

10,000千円 100.0 インキュベーション事業

株 式 会 社 Ｄ Ｒ Ａ Ｆ Ｔ 500千円 100.0 住宅設備環境商材の販売事業

（注）１．2023年７月１日付をもって、株式会社ＶＡＬＯＲは、株式会社アンビション・バローに商号変更して

おります。

２．株式会社Re-Tech RaaSは、当社を存続会社とする吸収合併により2023年８月30日に消滅いたしまし

た。

３．当連結会計年度末における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称 株式会社ヴェリタス・インベストメント

特定完全子会社の住所
東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
渋谷マークシティ ウェスト19階

当社及び当社の完全子会社における特定完全
子会社の株式の帳簿価額の合計額

3,533,131千円

当社の総資産額 11,343,561千円
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(4) 対処すべき課題
当社グループは、『企画・開発・仕入れ・販売・売買仲介・賃貸管理・賃貸仲介』と住ま

いを取り巻くサービスにワンストップで対応し、「不動産DX企業」として更なる成長を遂げ
ることを考えております。

当社主力の賃貸DXプロパティマネジメント（賃貸管理）事業は、ストックビジネスとして
安定的に収益を確保しております。売買DXインベスト事業においては不動産の開発・販売の
みならず、新たな賃貸管理物件の増加にも寄与しております。賃貸DX賃貸仲介事業では、当
社管理物件を積極的に紹介することで、高入居率を維持しております。

今後は、「デジタルトランスフォーメーション（DX）」を推進し、「既存ビジネスの深化」
と同時に、顧客と時代のニーズを発掘し「新規ビジネスへの挑戦」に注力してまいります。

今後、業界での競争力を強化し、お客様満足度を向上させるとともに、株主を始めとする
全ての利害関係者に対する企業価値を高めるために取り組まなければならない項目は次のと
おりであります。

① コンプライアンスの徹底
当社グループは、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣免許（当社免許証番号：国土

交通大臣（３）第8023号）を取得し、賃貸住宅管理業法に基づき、国土交通省に賃貸住宅管
理業者として登録をしております（当社登録番号：国土交通大臣（２）第2613号）。また、
金融庁の保険業法に基づき、関東財務局の登録認可（関東財務局長［少額短期保険］第80
号）を受けており、当社グループが属する不動産業界は、当該法規制等の下に事業展開して
おります。

法令遵守は企業存続の基本であり、前提であることから、宅地建物取引業法のみならず、
関係諸法令を遵守することは当然のことであるとの認識で事業活動をしております。これは
将来においても変わることのない方針であるため、全社的に更なる徹底が必要であると考え
ており、定期的に全社員を対象にした研修を行うなど、コンプライアンス意識の更なる徹底
を図っております。

② お客様満足度の向上
当社グループでは、物件所有者・入居者・管理会社・仲介会社の多様化するニーズに応え

るため、サービスの内容を常に見直し、より質の高いサービスを提供できるようサービスの
向上に努めます。そのベースとなるものは、当社が管理する転貸借（サブリース）物件を多
数確保することであると認識しております。

転貸借物件を確保するために、現在の不動産開発業者だけでなく、不動産ファンド・個人
所有不動産の賃貸管理を受託するべく、リアルとデジタルを通じて積極的に広告活動を行っ
てまいります。

また、賃貸仲介業においては、物件自体の魅力に加え、リモート接客、質の高い接客・提
案、『AMBITION Sign』を用いた電子契約を行うことが他社との差別化に繋がると考えてお
り、全社員でDXの推進に努めております。

当社管理物件の入居者様には更新・退去・入居中連絡、インフラサービス(電気・ガス・
水道)・保険等をオールインワンで連携できる入居者DXアプリ『AMBITION Me』をご利用いた
だくことで、入居者様の満足度とエンゲージメントの向上を図っております。

2023年08月29日 13時13分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20221223_01）



― 10 ―

③ 人材教育の強化
当社グループの成長を支えている最大の資産は人材であり、優秀な人材を採用し、また育

成することは重要な課題であると認識しております。そのために事業活動の要となる人材の
確保・育成強化に努めます。具体的には、採用活動を積極的に行い、人員確保を行うととも
に、外国人の採用により多様性と国際性を促進し、グローバルな視点を持った人材を育成し
ています。また、管理職・役員候補の人材を養成する観点からの社員教育を始めとして、部
門間の垣根を越えた各研修プログラムに基づき、計画的に研修を実施することで人材教育を
強化しております。

④ デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進
当社グループでは、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、AI・ブロックチ

ェーン・RPA技術を業務プロセスの改革・再設計・効率化に活用しております。WEB集客、リ
モート接客、VR内見やIT重要事項説明が可能な設備を整え、コロナ禍でも、接客・内見・契
約に至る全てをオンラインで完結できる対応をしております。

ブロックチェーンやAIを活用したDXの推進により、業務フローを再構築し、人間が得意と
する、お客様対応業務の充実、新たな価値創出に向けた企画等に従業員の時間を割り当てら
れる組織づくり、コロナ禍においても働き続けられる働き方改革を実施してまいります。

⑤ 集客力の強化とブランディングの徹底
良質な物件をより多くの一般消費者へ露出し、集客を図ってまいります。具体的には、各

種インターネット媒体に対し、AI・RPA技術を用いて物件情報を積極的に公開することと、
自社ホームページの内容を充実させることで、インターネット媒体からの自社ホームページ
への誘導を強化し、効率的な集客を図ってまいります。

⑥ 顧客のニーズに合わせた商品企画
自社管理物件の強みを生かして、多様化する入居者のニーズに合わせた家賃プランの開発

などを行うことで、より多くの顧客を取り込んでまいります。また、自社管理物件の商品企
画力をさらに強化していきたいと考えております。

⑦ 継続的な開発用地の確保
当社グループが取り扱う投資用マンションは首都圏のプレミアムエリアを主として開発を

行っており、継続的な開発用地の確保が課題であります。近年の土地・建物等、仕入価格の
動向を見極め、当社グループの物件調達実績に基づく情報ネットワークを活用し、引き続き
安定的な開発用地の確保に取り組んでまいります。また、デザイン力を生かした魅力あるマ
ンション開発をさらに強化し、他社との差別化を図ってまいります。

⑧ 新規収益事業の創出
中長期的な視点では、新規収益事業の創出も必要だと考えております。引き続き、AI・

RPAの活用とともに、ブロックチェーンのような先鋭技術はもちろんのこと、有望な企業へ
の投資、また現在主力となっている不動産業の関連事業として取り組んでいる新感覚お部屋
探しアプリ『ルムコン』や、『AMBITION Sign』、『AMBITION Me』のような新商品開発等、新
たな収益源を積極的に探索・検討することに取り組んでまいります。
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(5) 主要な事業内容（2023年６月30日現在）

事 業 区 分 事 業 内 容

賃貸DXプロパティマネジメント事業 住居用賃貸不動産の管理及び斡旋を行っております。

賃 貸 DX 賃 貸 仲 介 事 業 不動産賃貸仲介を行っております。

売 買 DX イ ン ベ ス ト 事 業 住居用及び投資用不動産の売買、仲介を行っております。

イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 事 業 ベンチャー企業への投資事業を行っております。

(6) 主要な営業所（2023年６月30日現在）

① 当社

本 社 東京都渋谷区

② 子会社

株 式 会 社 Ｖ Ａ Ｌ Ｏ Ｒ ※ 神奈川県横浜市

ＡＭＢＩＴＩＯＮ ＶＩＥＴＮＡＭ CO.,LTD ベトナム社会主義共和国ホーチミン市

株 式 会 社 ホ ー プ 少 額 短 期 保 険 東京都渋谷区

株式会社ヴェリタス・インベストメント 東京都渋谷区

株式会社アンビション・エージェンシー 東京都渋谷区

株 式 会 社 Ｖ Ｉ Ｓ Ｉ Ｏ Ｎ 東京都渋谷区

株式会社アンビション・レント 東京都新宿区

株式会社アンビション・パートナー 東京都目黒区

株式会社Ｒｅ-Ｔｅｃｈ ＲａａＳ 東京都渋谷区

株式会社アンビション・ベンチャーズ 東京都渋谷区

株 式 会 社 Ｄ Ｒ Ａ Ｆ Ｔ 東京都渋谷区

（※）2023年７月１日付をもって、株式会社VALORは、株式会社アンビション・バローに商号変更いたしまし

た。
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(7) 従業員の状況（2023年６月30日現在）
① 企業集団の従業員の状況

事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

賃貸DXプロパティマネジメント事業 84 （37）名 4名増 （５名減）

賃 貸 DX 賃 貸 仲 介 事 業 86 (18) 8名増 （ ― ）

売 買 DX イ ン ベ ス ト 事 業 79 (３) 2名減 （２名増）

イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 事 業 ― (―) ― （ ― ）

そ の 他 事 業 （不 動 産 DX 事 業 ・
少 額 短 期 保 険 事 業 等）

43 (24) 11名増 （23名増）

全 社 （共 通） 48 (32) 11名増 （10名増）

合 計 340 (114) 32名増 （30名増）

(注) １. 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グルー
プへの出向者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

２. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

136（68）名 22名増（14名増） 34.0歳 3.7年

（注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パ
ート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2023年６月30日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 山 梨 中 央 銀 行 1,746,450千円

株 式 会 社 香 川 銀 行 1,376,000千円

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 1,206,858千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,180,000千円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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2. 会社の現況
(1) 株式の状況（2023年６月30日現在）

① 発行可能株式総数 19,200,000株

② 発行済株式の総数 6,871,000株

③ 株主数 2,652名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

清 水 剛 2,613,000株 38.0％

株 式 会 社 Ｔ Ｓ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 720,000 10.5

株 式 会 社 エ ア ト リ 672,600 9.8

川 田 秀 樹 160,000 2.3

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 148,095 2.2

松 井 証 券 株 式 会 社 108,200 1.6

楽 天 証 券 株 式 会 社 96,200 1.4

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 51,000 0.7

ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ （ＣＡＳＨＰＢ） 49,200 0.7

岩 名 泰 介 46,400 0.7

（注） 持株比率は自己株式（93株）を控除して計算しています。
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(2) 新株予約権等の状況

① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新

株予約権の状況

第2回新株予約権

発行決議日 2015年12月15日

新株予約権の数 700個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 280,000株（新株予約権1個につき400株）

新株予約権の払込金額 1個当たり800円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1個当たり149,200円（1株当たり373円） （注）3

権利行使期間 2017年10月１日から2026年１月５日まで

行使の条件 （注）4

役員の保有状況
取締役
（監査等委員である者
及び社外取締役を除く）

新株予約権の数 700個
目的とする株式数 280,000株
保有者数 1人

(注) 1. 2016年４月１日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
2. 2018年４月26日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
①当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算定により調整するものとする。ただし、かかる
調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式数につい
てのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式＝調整前付与株式×分割（または併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合には、
合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

②本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算定により行使価額を
調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行また
は自己株式の処分を行う場合、次の算定により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切
り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

× 1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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なお、上記算定において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普
通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、
この他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切
に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4. 新株予約権の行使条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式
の普通取引終値が一度でも行使価額（但し、上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額または算定方法」に定める行使価額の調整に準じて取締役会により適切に調整されるものとす
る。）に50％を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期
間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこ
の限りではない。
（a）当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
（b）当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかっ

たことが判明した場合
（c）当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされてい

た事情に大きな変更が生じた場合
（d）その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。

④各本新株予約権１個未満の行使はできない。

第4回新株予約権

発行決議日 2017年11月16日

新株予約権の数 1,400個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 280,000株（新株予約権1個につき200株）

新株予約権の払込金額 1個当たり1,500円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1個当たり130,400円（1株当たり652円） （注）2

権利行使期間 2018年6月１日から2027年11月30日まで

行使の条件 （注）3

役員の保有状況
取締役
（監査等委員である者
及び社外取締役を除く)

新株予約権の数 1,400個
目的とする株式数 280,000株
保有者数 1人

(注) 1. 2018年４月26日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
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2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
①当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算定により調整するものとする。ただし、かかる
調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式数につい
てのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式＝調整前付与株式×分割（または併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合には、
合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

②本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算定により行使価額を
調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行また
は自己株式の処分を行う場合、次の算定により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切
り上げる。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×

既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

× 1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算定において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普
通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行
う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、
この他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切
に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3. 新株予約権の行使条件
①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式
の普通取引終値が一度でも行使価額（但し、上記「新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額または算定方法」に定める行使価額の調整に準じて取締役会により適切に調整されるものとす
る。）に50％を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期
間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこ
の限りではない。
（a）当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
（b）当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかっ

たことが判明した場合
（c）当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされてい

た事情に大きな変更が生じた場合
（d）その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。

④各本新株予約権１個未満の行使はできない。
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第5回新株予約権

発行決議日 2017年11月16日

新株予約権の数 2,683個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式536,600株（新株予約権1個につき200株）

新株予約権の払込金額 1個当たり100円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1個当たり130,400円（1株当たり652円） （注）2

権利行使期間 2021年10月１日から2027年11月30日まで

行使の条件 （注）3

役員の保有状況

取締役
（監査等委員である者
及び社外取締役を除く)

新株予約権の数 1,377個
目的とする株式数 275,400株
保有者数 3人

社外取締役
（監査等委員である者を
除き社外取締役に限る)

新株予約権の数 ―個
目的とする株式数 ―株
保有者数 ―人

監査等委員である取締役
新株予約権の数 12個
目的とする株式数 2,400株
保有者数 1人

(注) 1. 2018年４月26日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

①当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算定により調整するものとする。ただし、かかる

調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式数につい

てのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式＝調整前付与株式×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合には、

合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

②本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算定により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行また

は自己株式の処分を行う場合、次の算定により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切

り上げる。
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調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
× 1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算定において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普

通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行

う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、

この他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3. 新株予約権の行使条件

①当社ののれん償却前営業利益が以下の各号に掲げる条件を充たした場合、新株予約権者は、当該の

れん償却前営業利益を達成した事業年度に係る有価証券報告書が提出された日が属する月の翌月か

ら３年が経過した日以降に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる

割合に相当する数を限度として、新株予約権を行使することができる。行使可能な本新株予約権の

数に１個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。

（a）2018年６月期乃至2020年６月期のいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益が1,000百

万円を超過した場合：付与された本新株予約権の90％に相当する新株予約権

（b）2018年６月期乃至2022年６月期のいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益が1,500百

万円を超過した場合：付与された本新株予約権の100％に相当する新株予約権

なお、上記ののれん償却前営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損

益計算書（連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書）における営業利益及び連結キャ

ッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合にはキャッシュ・フ

ロー計算書）におけるのれん償却費を用いるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により

のれん償却前営業利益の判定に用いるべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途当該判

定に用いるべき項目または指標を取締役会で定めるものとする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役

または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が

あると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使はできない。
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(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2023年６月30日現在）

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 清 水 剛

株式会社ルームギャランティ 代表取締役
株式会社ホープ少額短期保険 取締役
株式会社ヴェリタス・インベストメント 取締役
株式会社VISION 取締役
株式会社Re-Tech RaaS 取締役
株式会社アンビション・ベンチャーズ 代表取締役
株式会社DRAFT 取締役

常 務 取 締 役 鈴 木 匠

プロパティマネジメント部長
日神不動産投資顧問株式会社 社外取締役
株式会社ホープ少額短期保険 取締役
株式会社ヴェリタス・インベストメント 取締役
株式会社アンビション・エージェンシー 取締役
株式会社VISION 取締役
株式会社VALOR 取締役
株式会社Re-Tech RaaS 取締役
株式会社アンビション・レント 取締役
株式会社アンビション・パートナー 取締役
株式会社DRAFT 取締役

取 締 役 山 口 政 明

インベスト部長
株式会社ヴェリタス・インベストメント 取締役
株式会社アンビション・エージェンシー 取締役
株式会社VISION 取締役
株式会社アンビション・レント 取締役
株式会社アンビション・パートナー 取締役

取締役（常勤監査等委員） 長 瀬 文 雄 株式会社Re-Tech RaaS 監査役

取 締 役 （監 査 等 委 員） 林 美 樹

H2O合同司法書士事務所 代表
株式会社みれい 代表取締役
10合同会社 代表社員
TEN合同会社 代表社員
一般社団法人全日本たすけあい共同参画 代表理事

取 締 役 （監 査 等 委 員） 河 野 浩 人

河野公認会計士事務所 所長
株式会社ケーマックスアンドカンパニー 代表取締役
株式会社ヴァンパッシオン 監査役
特定非営利活動法人ドネーションミュージック 監事
フォースバレー・コンシェルジュ株式会社 監査役
株式会社スピードリンクジャパン 社外監査役
株式会社S-works 取締役
株式会社ベアーズ 社外監査役
株式会社ユナイテッドウィル 監査役
株式会社NewsTV 監査役

(注) １. 取締役（常勤監査等委員）長瀬 文雄氏、取締役（監査等委員）林 美樹氏及び取締役（監査等委
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員）河野 浩人氏は、社外取締役であります。
２. 取締役（常勤監査等委員）長瀬 文雄氏、取締役（監査等委員）林 美樹氏及び取締役（監査等委

員）河野 浩人氏は、以下のとおり、労務、法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して
おります。

・取締役（常勤監査等委員）長瀬 文雄氏は、社会保険労務士の資格を有し、長年にわたり事業会社
において管理部に在籍し、人事・労務業務に携わってきた経験があります。なお、同氏は、当社の
子会社である株式会社Re-Tech RaaSの監査役であります。

・取締役（監査等委員）林 美樹氏は、司法書士の資格を有しております。
・取締役（監査等委員）河野 浩人氏は、公認会計士の資格を有しております。

３. 当社は、取締役（常勤監査等委員）長瀬 文雄氏、取締役（監査等委員）林 美樹氏及び取締役
（監査等委員）河野 浩人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届
け出ております。

４. 当社は、３名の監査等委員のうち長瀬 文雄氏を常勤監査等委員として選定しております。常勤監
査等委員を選定している理由は、日常的な情報収集や取締役会以外の重要な会議への出席、会計監
査人及び内部監査室と十分な連携を図ることにより、監査等委員会による監査の実効性を高めるた
めであります。

５. 当社は、子会社役員を含む取締役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規
定された役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は当社が全額負担して
おります。被保険者がその業務につき行った行為に起因して発生する損害賠償債務や争訟費用等を
填補いたします。ただし法令違反等があった場合には、損害が填補されないなど、一定の免責事由
があります。

６. 2023年７月１日付をもって、株式会社VALORは、株式会社アンビション・バローに商号変更いたし
ました。

７. 株式会社Re-Tech RaaSは、当社を存続会社とする吸収合併により2023年８月30日に消滅いたしまし

た。

② 取締役の報酬等の額

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報酬等の総額

取 締 役 （監 査 等 委 員 を 除 く。）
（う ち 社 外 取 締 役）

３名
（―）

119,280千円
（―）

取 締 役 （監 査 等 委 員）
（う ち 社 外 取 締 役）

３
（３）

7,080
（7,080）

合 計
（う ち 社 外 取 締 役）

６
（３）

126,360
（7,080）

(注) １. 取締役の報酬等の額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。

２. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2015年９月29日開催の第８回定時株主総会におい

て、年額300,000千円以内（ただし、従業員分給与は含まない。）と決議いただいております。当該

定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は３名です。
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３. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年９月29日開催の第８回定時株主総会において、年額

50,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の

員数は３名です。

ロ．役員報酬等の決定に関する方針等
当社は、2021年２月12日の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除

く。以下、「取締役」という。)の報酬等の決定方針を決議しております。また、取締役
会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び
決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認し
ており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の各役員の報酬は、当社の企業理念の下、経営陣としてふさわしい人材であるべ

く、各役員の役位、担当部署の実績・業績や将来性・事業環境のほか、財務状況、職責
の大きさを考慮し、企業価値向上に重点を置くことを基本方針としております。
報酬体系は、短期志向とならないようかつ職務に専念できる安定した報酬として、固

定報酬のみで構成されており、各役員の年間報酬額が決定したのち、年間報酬額を12等
分して定期に与えることとしております。

報酬額の妥当性と透明性を確保するため、諮問機関として社外取締役が委員長を務
め、かつ社外取締役が過半数である任意の報酬委員会を設置いたしました。まず報酬委
員会に諮問をし、その答申を参考にして、取締役（３名）と監査等委員である社外取締
役（３名）で構成される取締役会において、基本方針に沿った審議を尽くし、株主総会
で決議いただいた報酬限度額内（取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額
は、2015年９月29日開催の第８回定時株主総会において、年額300,000千円以内(ただ
し、従業員分給与は含まない。)と決議いただいております。）で、取締役に支払う報酬
総額を決定することとしております。
各取締役の個別の報酬額については、取締役会で決定された報酬総額内で、当社代表

取締役社長清水剛に一任しております。代表取締役社長に委任する理由は、これらの手
続きを経て当社の事業全体を統括している代表取締役社長にその評価権限を付与するの
が適していると判断したためであります。
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③ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

地 位 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況 当社との関係

取 締 役
（常勤監査等委員）

長 瀬 文 雄 株式会社Re-Tech RaaS 監査役
株 式 会 社 Re-Tech
RaaSは当社の連結子
会社です。

取 締 役
（監査等委員）

林 美 樹

H2O合同司法書士事務所 代表 ―

株式会社みれい 代表取締役 ―

10合同会社 代表社員 ―

TEN合同会社 代表社員 ―

一般社団法人全日本たすけあい共同参画 代表理事 ―

取 締 役
（監査等委員）

河 野 浩 人

河野公認会計士事務所 所長 ―

株式会社ケーマックスアンドカンパニー 代表取締役 ―

株式会社ヴァンパッシオン 監査役 ―

特定非営利活動法人ドネーションミュージック 監事 ―

フォースバレー・コンシェルジュ株式会社 監査役 ―

株式会社スピードリンクジャパン 社外監査役 ―

株式会社S-works 取締役 ―

株式会社ベアーズ 社外監査役 ―

株式会社ユナイテッドウィル 監査役 ―

株式会社NewsTV 監査役 ―

ロ．当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 等

取 締 役
（常勤監査等委員）

長 瀬 文 雄

当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回、監査等委員会14
回のうち14回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委
員会において、主に労務等に関し、事業会社での豊富な経験と幅広
い見識に加え、社会保険労務士としての専門的見地から適宜発言を
行っております。

取 締 役
（監査等委員）

林 美 樹

当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回、監査等委員会14
回のうち14回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委
員会において、主に法務等に関し、司法書士としての専門的見地か
ら適宜発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員）

河 野 浩 人

当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回、監査等委員会14
回のうち14回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査等委
員会において、主に財務・会計等に関し、公認会計士としての専門
的見地から適宜発言を行っております。
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ハ．責任限定契約の内容の概要

当社と各取締役（監査等委員）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠

償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

(4) 会計監査人の状況

① 名称 太陽有限責任監査法人

② 報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 43,500千円

(注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会

計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討して報酬の妥当

性を判断し、報酬額に同意しております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決
定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す
ると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。こ
の場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におき
まして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人太陽有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が

ないときは、別途定める本契約に係る報酬の額または会社法第425条第１項に定める額の
いずれか高い額としております。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び運用状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業

務並びに会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制について

の決議内容の概要は以下のとおりであります。

① 当社グループの取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

当社の取締役及び従業員が、公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼され

る経営体制を確立するため、以下の事項を定める。

イ．取締役及び従業員が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土

を構築するため、コンプライアンスに関する規程及び当社グループ全体に適用する企

業行動原則、ビジネス行動基準を定める。

ロ．法令及び定款の遵守体制の実効性を確保するため、取締役会の決議により、取締役会

に直属のコンプライアンスに関する会議体及び担当役員を置く。担当役員は、取締役

及び従業員の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、研修等必要な諸活動を推

進し、管理する。

ハ．部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、所管部署とともに

法令遵守体制の整備及び推進に努める。

ニ．反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもたない。反社会的勢力からの不当

要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。

ホ．当社及びグループ会社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対し

て適切な処理を行うため、内部通報の運用に関する規程を定めるとともに、通報先を

社内とするコンプライアンス・ホットラインを設置する。是正、改善の必要があると

きには、すみやかに適切な措置をとる。

ヘ．内部監査室は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行う。所管部署及び

監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ず

る。

② 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．取締役の職務の執行に係る情報は、文書化（電磁的記録を含む）のうえ、経営判断等

に用いた関連資料とともに保存する。文書管理に関する所管部署を置き、管理対象文

書とその保管部署、保存期間及び管理方法等を規程に定める。
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ロ．取締役の職務の執行に係る情報は、取締役または監査等委員等から要請があった場合

に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。

ハ．所管部署及び文書保管部署は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理につい

て、継続的な改善活動を行う。

ニ．内部監査室は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について監査を行う。

所管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講

ずる。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

全社的なリスク管理、事業活動に伴うリスク管理及び危機管理対策からなるリスク管理体

制を適切に構築し、適宜その体制を点検することによって有効性を向上させるため、以下の

事項を定める。

イ．リスク管理の全体最適化を図るため、取締役会の決議により内部統制の担当役員及び

内部監査室を置く。内部監査室は、リスク管理及び内部統制の状況を点検し、改善を

推進する。

ロ．事業活動に伴う各種のリスクについては、それぞれの所管部署及びリスク管理に関す

る規程を定めて対応するとともに、必要に応じて専門性をもった会議体で審議する。

所管部署は、事業部門等を交えて適切な対策を講じ、リスク管理の有効性向上を図

る。

ハ．事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対して

は、しかるべき予防措置をとる。また、緊急時の対策等を基本的指針に定め、危機発

生時には、これに基づき対応する。

ニ．本項のロ.、ハ．のリスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、

定着を図るための研修等を適宜実施する。

ホ．内部監査室は、リスク管理体制について監査を行う。所管部署及び監査を受けた部署

は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずる。

④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を向上させるため、以下

の事項を定める。

イ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関す
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る規程を定めるとともに、取締役会を原則として月１回開催するほか、必要に応じて

適宜臨時に開催する。

ロ．事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図る機関として経営会議を設置し、当社

グループの全般的な重要事項について審議する。経営会議は、原則として月１回開催

する。

ハ．事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、事業部門の目標と責任を

明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。

ニ．経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ITシステム

の所管部署を置いて整備を進め、全社レベルでの最適化を図る。

ホ．内部監査室は、事業活動の効率性及び有効性について監査を行う。所管部署及び監査

を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、連携してその対策を講ずる。

⑤ 当社グループ各社の財務報告の信頼性を確保するための体制

イ．適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規

程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。

ロ．内部監査室は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。所管部署及び監査を受

けた部署は是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

⑥ 当社グループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループ全体を対象にした法令遵守体制の構築及びグループ会社への適切な経営管理

のため、以下の事項を定める。

イ．法令遵守体制の実効性を確保するため、所管部署を定める。所管部署は、グループ会

社に対してコンプライアンスに関する規程の制定支援、研修及びコンプライアンス・

ホットラインの周知等、必要な諸活動を推進し、管理する。

ロ．内部監査室は、グループ会社の法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行

う。所管部署は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講ずるよ

う、適切な指導を行う。

ハ．グループ会社が一体となって事業活動を行い、当社グループ全体の企業価値を向上さ

せるため、グループ会社の経営管理に関する規程を定める。グループ会社が当社グル

ープの経営・財務に重要な影響を及ぼす事項を実行する際には、所管部署が適切な指

導を行う。
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⑦ 監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業

員に関する事項

監査等委員会は、内部監査担当者に監査業務に必要な事項を命令することができるものと

し、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役の指

揮命令を受けないものとする。

⑧ 前号の従業員の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項

当該内部監査担当者の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査等委員会の意見

を尊重する。

⑨ 取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報

告に関する体制

イ．当社の取締役または従業員並びに当社子会社の取締役、従業員は、監査等委員会に対

して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監

査の実施状況等を速やかに報告する。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期

等）については、取締役と監査等委員会との協議により決定する方法による。また、

取締役及び従業員は、監査等委員会から情報の提供を求められた際に、遅滞なく業務

執行等の情報を報告する。

ロ．監査等委員会へ報告した取締役または従業員に対し、当該報告を行ったことを理由と

して不利な取扱いを行うことを禁止し、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に周

知徹底する。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査等委員がその職務の執行にあたり生じた費用の前払いまたは償還等の請求をした

ときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、すみや

かに当該費用または債務を処理する。

ロ．当社監査等委員会が社外の弁護士等の第三者から助言を求めるときは、当社はこれに

要する費用を負担する。

ハ．監査等委員は、実効的な監査を行うため、代表取締役、会計監査人、内部監査室とそ

れぞれ定期的に意見交換会を開催することができる。
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上記の業務の適正を確保するための体制の運用状況は、以下のとおりであります。

ＡＭＢＩＴＩＯＮグループ企業倫理憲章のもと、全社員が参加する会議や各部門の朝礼な

どを利用して、経営理念の浸透や法令遵守への理解の向上を図る取り組みを行っている他、

有効な内部通報体制の整備や、監査等委員会及び内部監査室による監査によって、コンプラ

イアンスの水準を維持向上させるよう努めております。

リスク管理といたしましては、モニタリングを持つ各部署にて収集されたリスク情報が、

すみやかに内部統制の担当役員に集約されることとなっており、その情報をもとに、迅速か

つ適切な対応が取れるように努めております。

子会社を含めた企業集団における業務の適正性を確保するために、子会社の取締役を含め

た会議を毎月開催し、タイムリーな情報収集を行いながら適切な業務執行やリスク管理の状

況について、情報の共有に努めております。

監査等委員会の監査が、実効的に行われることを確保するために、定例の監査等委員会を

開催している他、内部監査室や会計監査人との情報交換や代表取締役社長との定期会合を行

っております。なお、上記以外の内容につきましても、不断の見直しにより継続的に改善を

図り、より適正かつ効率的な体制となるよう努めております。

(6) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

2023年08月29日 13時13分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20221223_01）



― 29 ―

連 結 貸 借 対 照 表

（2023年６月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） (負 債 の 部）

流 動 資 産 14,902,096 流 動 負 債

営 業 未 払 金

短 期 借 入 金

１年内返済予定の長期借入金

１年内償還予定の社債

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

前 受 金

営 業 預 り 金

そ の 他

固 定 負 債

社 債

長 期 借 入 金

長 期 預 り 保 証 金

そ の 他

8,521,753

443,093

2,200,250

3,058,988

125,400

137,740

332,027

335,729

26,277

1,476,692

230,239

155,314

7,393,889

49,900

6,553,908

719,559

70,520

現 金 及 び 預 金 5,639,629

営 業 未 収 入 金 318,538

販 売 用 不 動 産 2,817,537

仕 掛 販 売 用 不 動 産 5,322,704

貯 蔵 品 9,752

営 業 投 資 有 価 証 券 240,225

そ の 他 582,084

貸 倒 引 当 金 △28,375

固 定 資 産 5,612,214

有 形 固 定 資 産 3,463,992

建 物 及 び 構 築 物 891,079

土 地 2,545,044

そ の 他 27,868

無 形 固 定 資 産 1,103,221

の れ ん 908,869

そ の 他 194,351

投 資 そ の 他 の 資 産 1,045,000 負 債 合 計 15,915,643

投 資 有 価 証 券 97,412 （純 資 産 の 部）

差 入 保 証 金 150,595 株 主 資 本 4,576,619

繰 延 税 金 資 産 279,694 資 本 金 401,508

そ の 他 538,795 資 本 剰 余 金 483,957

貸 倒 引 当 金 △21,498 利 益 剰 余 金 3,691,252

繰 延 資 産 2,276 自 己 株 式 △99

社 債 発 行 費 2,276 その他の包括利益累計額 7,895

その他有価証券評価差額金 7,263

為 替 換 算 調 整 勘 定 631

新 株 予 約 権 2,928

非 支 配 株 主 持 分 13,500

純 資 産 合 計 4,600,943

資 産 合 計 20,516,587 負 債 純 資 産 合 計 20,516,587
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連 結 損 益 計 算 書

(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 36,239,291

売 上 原 価 29,643,955

売 上 総 利 益 6,595,336

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,991,802

営 業 利 益 1,603,533

営 業 外 収 益

受 取 利 息 59

受 取 配 当 金 93

受 取 手 数 料 1

補 助 金 収 入 33,072

投 資 事 業 組 合 運 用 益 19,147

雑 収 入 7,761 60,137

営 業 外 費 用

支 払 利 息 130,036

社 債 発 行 費 償 却 1,699

為 替 差 損 1,942

支 払 手 数 料 45,240

雑 損 失 2,203 181,122

経 常 利 益 1,482,549

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,738 3,738

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 6

減 損 損 失 4,739 4,745

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,481,542

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 547,940

法 人 税 等 調 整 額 △30,342 517,598

当 期 純 利 益 963,944

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,601

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 961,343
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連結株主資本等変動計算書

(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 379,780 464,229 2,859,192 △57 3,703,143

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 21,728 21,728 43,456

剰 余 金 の 配 当 △129,282 △129,282

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

961,343 961,343

自 己 株 式 の 取 得 △41 △41

連結子会社株式の取得による持分の増減 △2,000 △2,000

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 21,728 19,728 832,060 △41 873,475

当 期 末 残 高 401,508 483,957 3,691,252 △99 4,576,619

その他の包括利益累計額

新株予約権
非 支 配
株 主 持 分

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 27,410 △99 27,311 2,961 10,899 3,744,316

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 43,456

剰 余 金 の 配 当 △129,282

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

961,343

自 己 株 式 の 取 得 △41

連結子会社株式の取得による持分の増減 △2,000

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

△20,147 731 △19,416 △33 2,601 △16,848

連結会計年度中の変動額合計 △20,147 731 △19,416 △33 2,601 856,627

当 期 末 残 高 7,263 631 7,895 2,928 13,500 4,600,943
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連結注記表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 11社

・主要な連結子会社の名称 株式会社VALOR

AMBITION VIETNAM CO.,LTD

株式会社ホープ少額短期保険

株式会社ヴェリタス・インベストメント

株式会社アンビション・エージェンシー

株式会社VISION

株式会社Re-Tech RaaS

株式会社アンビション・レント

株式会社アンビション・パートナー

株式会社アンビション・ベンチャーズ

株式会社DRAFT

このうち、株式会社DRAFTについては、新たに株式を取

得したことにより、当連結会計年度から連結子会社に含

めております。

② 非連結子会社の状況

・主要な非連結子会社の名称 株式会社ルームギャランティ

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないた

め、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はございません。

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称 株式会社ルームギャランティ

・持分法を適用しない理由 当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結

計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法を適用しておりません。
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(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名：株式会社ホープ少額短期保険

決算日：３月31日

※連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

・関係会社株式 移動平均法による原価法

・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ．棚卸資産の評価基準及び評価方法

・販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）

・仕掛販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品 最終仕入原価法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１

日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によ

っております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ７年～43年

その他 ３年～15年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。

③ 重要な引当金の計上基準
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イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち

当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準

イ．賃貸DXプロパティマネジメント事業

当社及び連結子会社は、オーナー様との管理受託契約に基づき、プロパティマネジメントサービス

及びその他の管理サービスを提供しております。

住居用不動産の転貸借による収入については「リース取引に関する会計基準」（リース取引に関す

る会計基準）（企業会計基準第13号 2007年３月30日）等に従い収益を認識しています。

礼金、更新料、その他の事務手続等については、入居期間を履行義務の充足期間として、履行義務

を充足するにつれて一定の期間にわたり均等に収益を認識しております。

内装収入等については、顧客との契約によりサービスの提供が完了した一時点で履行義務が充足さ

れることから、当該時点において収益を認識しております。

ロ．賃貸DX賃貸仲介事業

当社及び連結子会社は、顧客の代理人として不動産賃貸契約の仲介履行を行う義務を負っておりま

す。当該履行義務は賃貸借契約が成立することが確実となった一時点で充足されるものであり当該時

点において収益を計上しております。

ハ．売買DXインベスト事業

当社及び連結子会社は、中古住宅の販売を行っており、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件

の引き渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は、物件が引き渡される一時点で充足される

ものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。

ニ．インキュベーション事業

当社及び連結子会社は、投資先企業の株式の売却により収益を計上しており、売却の約定日時点で

収益を認識しております。

⑤ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、個別案件毎に判断し、10年間の定額法により償却を行っております。

⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ．重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。

ロ．消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。
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2. 会計方針の変更に関する注記

（時価の算定に関する会計基準適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時

価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-

２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわた

って適用することとしました。なお、当連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。

3. 会計上の見積りに関する注記

（棚卸資産の評価）

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

金額（千円）

販売用不動産

仕掛販売用不動産

2,817,537

5,322,704

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

イ．算出方法

当社グループは、棚卸資産の評価に関する会計基準に従い、収益性の低下により正味売却価額が帳簿価額

を下回っている販売用不動産及び仕掛販売用不動産の帳簿価額を、正味売却価額まで切り下げる会計処理を

適用しております。会計処理の適用に当たっては、個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）を採用しております。具体的には、正味売却価額が販売用不動産等の帳簿価額を下

回った場合には、正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としております。

ロ．主要な仮定

見積りの算出に用いた重要な仮定は、正味売却価額の算定の基礎となる売価、見積追加製造原価及び見積

販売直接経費であります。

ハ．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

当該主要な仮定は連結計算書類作成時点における最善の見積りに基づき決定しておりますが、見積りと将

来の結果が異なる可能性があります。すなわち、経済環境の悪化等に伴う賃料の低下及び空室率の上昇、想

定外の追加コストが発生すること等による賃貸費用の悪化、市場金利の変動に伴う割引率の上昇、住宅販売

市況の悪化に伴う販売価格の低下等により、正味売却価額の算定に重要な影響を及ぼす可能性があります。

4. 追加情報

（資産保有目的の変更）

賃貸等不動産の一部について、賃貸等不動産から販売用不動産へ保有目的を変更したことに伴い、賃貸等

不動産1,919,431千円を販売用不動産に振り替えております。
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（子会社の吸収合併）

当社は、2023年８月30日付で、当社100％出資の子会社である株式会社Re-Tech RaaS（以下「リテックラー

ス」といいます。）を吸収合併いたしました。

(1) 合併の目的

当社は、ロボットアウトソーシング事業、AI事業、BPO事業を行うことを目的に、2019年7月29日に、当社

の子会社としてリテックラースを設立いたしましたが、この度、経営資源を最大限活用し、経営の効率化・

意思決定の迅速化を図るため、当社を存続会社、リテックラースを消滅会社とする本合併をすることといた

しました。なお、リテックラースでこれまで取り組んできた事業につきましては、当社においても引き続き

取り組んでまいります。

(2) 合併の要旨

① 合併の日程

取締役会決議日 2023年５月12日

契約締結日 2023年５月15日

効力発生日 2023年８月30日

② 合併の方式

当社を存続会社、リテックラースを消滅会社とする吸収合併方式です。

なお、本合併は、当社においては会社法第 796 条第２項に規定する簡易合併に該当し、リテックラー

スにおいては同法第 784 条第１項に規定する略式合併に該当するため、存続会社及び消滅会社における

合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。

③ 合併に係る割当ての内容

完全子会社との合併であり、新株式の発行及び金銭等の交付は行いません。

④ 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(3) 合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありま

せん。

(4) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき、

共通支配下の取引として処理いたしました。
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5. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

定期預金 10,000千円

販売用不動産 2,151,246千円

仕掛販売用不動産 5,069,251千円

建物及び構築物 800,645千円

土地 2,204,235千円

計 10,235,378千円
(注) 債務の担保に供している資産は上記のほか、連結上消去されている子会社株式があります。

② 担保に係る債務

短期借入金 1,919,200千円

１年内返済予定の長期借入金 2,759,772千円

長期借入金 5,619,219千円

計 10,298,192千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 414,373千円

(注) 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

6. 連結損益計算書に関する注記

顧客との契約から生じた収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「10. 収益認識に関する注記」を参照ください。

なお、当該注記事項における売上高には、顧客との契約から生じる収益に加え、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号 2007年３月30日）等に基づく収益等が含まれております。

7. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 6,871,000株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式 93株

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2022 年 ９ 月 29 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 129,282 19.00 2022年６月30日 2022年９月30日
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② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2023 年 ９ 月 28 日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利 益 剰 余 金 151,159 22.00 2023年６月30日 2023年９月29日

(4) 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

普通株式 1,096,600株

8. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画やM&Aなどの案件に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）

を調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業投資有価証券及び投資有価証券等は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の

変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。

営業債務である営業未払金、未払金及び未払費用は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日でありま

す。

営業預り金は、入居者から物件保有者の代理としてお預りした家賃及び敷金等であり、そのほとんどが

１ヶ月以内の支払期日であります。

借入金及び社債は、主に設備投資及びM&Aに係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決

算日後８年であります。このうち一部は、金利変動による市場価格等の変動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権に係る信用リスクは、所管部署が相手先の状況をモニタリングすることでリスク低減を図っ

ております。

ロ．市場リスク（市場価格及び金利等の変動リスク）の管理

営業投資有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有

状況を継続的に見直すことでリスクを管理しております。

借入金及び社債については、定期的に市場変動状況を確認し、金利状況を把握することでリスクを管

理しております。
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ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

営業債務や借入金及び社債については、流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次に資金繰

り計画を作成するなどの方法により管理しております。

ニ．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。（（注）3.参照）。

当連結会計年度(2023年６月30日)

連結貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 営業投資有価証券 1,953 1,953 －

(2) 投資有価証券

その他有価証券 4,623 4,623 －

資産計 6,576 6,576 －

(1) 社債(１年内償還予定の社債含む) 175,300 174,609 △690

(2) 長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含

む)
9,612,897 9,586,197 △26,699

負債計 9,788,197 9,760,806 △27,390

（注）1. 現金は注記を省略しており、預金、営業未収入金、営業未払金、未払金、未払費用、営業預り金及び短期借入金は短期間で

決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2. (1) 社債（１年内償還予定の社債含む） (2) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）これらの時価については、

その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算

定しております。

3. 投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当

該投資信託が含まれております。
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4. 市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

営業投資有価証券

非上場株式 142,446

その他 757

投資有価証券

非上場株式 13,790

その他 78,998

非連結子会社株式 1,000

※ 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については含めておりません。当該

出資の連結貸借対照表計上額は、219,075千円であります。

5. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 5,639,629 － － －

営業未収入金 318,538 － － －

合計 5,958,168 － － －

6. 社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

社債 125,400 33,400 16,500 － － －

長期借入金 3,058,988 1,217,043 3,389,461 526,236 761,450 659,717

合計 3,184,388 1,250,443 3,405,961 526,236 761,450 659,717

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ

ルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

2023年08月29日 13時13分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20221223_01）



― 41 ―

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計

営業投資有価証券 1,953 － － 1,953

投資有価証券 4,623 － － 4,623

資産計 6,576 － － 6,576

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計

社債(１年内償還予定の社債含む) － 174,609 － 174,609

長期借入金(１年内返済予定の長期借
入金含む)

－ 9,586,197 － 9,586,197

負債計 － 9,760,806 － 9,760,806

（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

営業投資有価証券及び投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。

社債（１年内償還予定の社債を含む）及び長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引

現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

9. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、居住用の賃貸等不動産（土地を含む。）

を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,349,720千円 2,006,140千円 3,355,861千円 4,081,370千円
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(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 当連結会計年度末の時価は、適切な市場価格を反映していると考えられる指標等を用いて自社で算定した金額であります。

10. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自 2022年７月１日 至 2023年６月30日）

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計賃貸DX
プロパティマ
ネジメント

事業

賃貸DX
賃貸仲介
事業

売買DX
インベスト

事業

インキュベー
ション
事業

計

一時点で移転される財又はサ

ービス
2,327,412 853,643 15,454,975 － 18,636,031 58,681 18,694,712

一定の期間にわたり移転され

る財又はサービス
665,826 11,756 － － 677,582 21,365 698,948

顧客との契約から生じる収益 2,993,239 865,399 15,454,975 － 19,313,614 80,047 19,393,661

その他の収益（注） 16,163,415 － 103,311 63,437 16,330,164 515,465 16,845,629

外部顧客への売上高 19,156,654 865,399 15,558,287 63,437 35,643,778 595,512 36,239,291

（注）その他の収益は、賃貸DXプロパティマネジメント事業及び売買DXインベスト事業においては、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づく賃料収入等、インキュベーション事業におい

ては、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）に基づくベンチャー投資における営業投資

有価証券の売却収入等、その他においては、保険契約における保険料収入であります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に

関する注記等 (4) 会計方針に関する事項 ④ 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載して

いるため、注記を省略しております。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に

関する情報

イ．顧客との契約から生じる債権・契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度期末残高

顧客との契約から生じる債権 282,157 288,342

契約負債 634,074 637,855
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連結貸借対照表上、顧客との契約から生じた債権は、「営業未収入金」に、契約負債は「前受金」及び

「その他固定負債」に計上しております。

契約負債は、主にプロパティマネジメント事業において、顧客との契約に基づく支払条件により顧客から

受け取った礼金、更新料並びに契約及び更新にかかる事務手数料に関連するものであります。契約負債は、

収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含

まれていた額は、365,470千円であります。

ロ．残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、

当初に予想される契約期間が１年以内の契約、及び履行義務の充足から生じる収益を「収益認識に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）第19項に従って認識している契約に

ついては、注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込

まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

当連結会計年度

１年以内 85,073

１年超２年以内 428,337

２年超３年以内 58

３年超 －

合計 513,469

11. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 667円24銭

(2) １株当たり当期純利益 141円22銭

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

親会社株主に帰属する当期純利益 961,343千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 961,343千円

普通株式の期中平均株式数 6,807,655株
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12. 企業結合に関する注記

取得による企業結合

株式会社DRAFTの株式の取得

当社は、2023年４月19日開催の取締役会において、株式会社DRAFT（以下「DRAFT」といいます。）の株式

を取得することを決議し、2023年４月19日付にて株式譲渡契約を締結し、2023年４月28日付でDRAFTの株式

を取得しました。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社DRAFT

被取得企業の事業の内容 ZEH事業、ライフライン事業

② 企業結合を行った理由

賃貸管理事業及び賃貸仲介事業における顧客に対して、DRAFTのライフライン事業を行うことで当社グル

ープとのシナジー効果が見込まれ、業容の拡大と企業価値向上に寄与するものと判断しました。また、同社

の行うインターンの集客力と育成を通じて、当社グループの新卒採用に貢献し、HR領域への事業展開を計画

しております。

③ 企業結合日 2023年４月28日

④ 企業結合の法的形式 現金を対価とする株式取得

⑤ 取得した議決権比率 100％（従前の議決権比率0.0％）

⑥ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価としてDRAFTの全株式を取得したことによるものであります。

(2) 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間

2023年4月28日から2023年6月30日

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 400,000千円

取得原価 400,000千円

(4) 主要な取得関連費用の内訳および金額

アドバイザリー費用等 29,354千円

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれんの金額 348,790千円

② 発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。
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③ 償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 80,911千円

固定資産 4,184千円

資産合計 85,096千円

負債合計 33,886千円

13. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

（2023年６月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

営 業 未 収 入 金

販 売 用 不 動 産

貯 蔵 品

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

車 両 運 搬 具

工 具、 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

破 産 更 生 債 権 等

差 入 保 証 金

保 険 積 立 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

4,718,941

1,888,375

235,770

2,386,798

1,424

81

239,865

△33,375

6,623,229

1,157,309

286,738

0

4,341

866,229

184,325

175,891

7,747

687

5,281,594

13,240

4,561,039

124,507

15,324

82,916

31,858

873

208,813

268,517

△25,498

1,390

1,390

流 動 負 債 4,885,051
営 業 未 払 金 214,448
短 期 借 入 金 2,200,250
１年内返済予定の長期借入金 518,334
１年内償還予定の社債 92,000
未 払 金 80,009
未 払 費 用 120,351
未 払 法 人 税 等 87,959
前 受 金 1,447,697
営 業 預 り 金 84,273
預 り 金 8,906
そ の 他 30,821

固 定 負 債 3,521,067
長 期 借 入 金 2,769,719
長 期 預 り 保 証 金 686,164
そ の 他 65,183

負 債 合 計 8,406,119
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,924,889
資 本 金 401,508
資 本 剰 余 金 426,368
資 本 準 備 金 361,508
そ の 他 資 本 剰 余 金 64,859

利 益 剰 余 金 2,097,112
利 益 準 備 金 3,239
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,093,873
繰 越 利 益 剰 余 金 2,093,873

自 己 株 式 △99
評 価 ・ 換 算 差 額 等 9,623

その他有価証券評価差額金 9,623
新 株 予 約 権 2,928
純 資 産 合 計 2,937,441

資 産 合 計 11,343,561 負 債 純 資 産 合 計 11,343,561
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損 益 計 算 書

(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 24,272,124

売 上 原 価 21,667,679

売 上 総 利 益 2,604,444

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,967,454

営 業 利 益 636,990

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,888

受 取 配 当 金 530,783

受 取 手 数 料 1

投 資 事 業 組 合 運 用 益 19,147

補 助 金 収 入 750

雑 収 入 6,462 561,035

営 業 外 費 用

支 払 利 息 68,094

社 債 発 行 費 償 却 1,485

支 払 手 数 料 25,967

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 15,000

雑 損 失 552 111,099

経 常 利 益 1,086,926

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,738 3,738

特 別 損 失

減 損 損 失 2,000

関 係 会 社 債 権 放 棄 損 87,000 89,000
税 引 前 当 期 純 利 益 1,001,664
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 132,015

法 人 税 等 調 整 額 3,818 135,834

当 期 純 利 益 865,830
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株主資本等変動計算書

(2022年７月１日から
2023年６月30日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

資本準備金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 379,780 339,780 64,859 404,640 3,239 1,357,325 1,360,564 △57 2,144,926

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 21,728 21,728 21,728 43,456

剰 余 金 の 配 当 △129,282 △129,282 △129,282

当 期 純 利 益 865,830 865,830 865,830

自己株式の取得 △41 △41

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 21,728 21,728 － 21,728 － 736,548 736,548 △41 779,963

当 期 末 残 高 401,508 361,508 64,859 426,368 3,239 2,093,873 2,097,112 △99 2,924,889

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 9,724 9,724 2,961 2,157,612

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 43,456

剰 余 金 の 配 当 △129,282

当 期 純 利 益 865,830

自己株式の取得 △41

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△100 △100 △33 △133

当 期 変 動 額 合 計 △100 △100 △33 779,829

当 期 末 残 高 9,623 9,623 2,928 2,937,441

2023年08月29日 13時13分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.50(64) 20221223_01）



― 49 ―

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

・子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 棚卸資産

・販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定

額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ７年～43年

その他 ３年～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。
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(4)収益及び費用の計上基準

① 賃貸DXプロパティマネジメント事業

当社及び連結子会社は、オーナー様との管理受託契約に基づき、プロパティマネジメントサービス及

びその他の管理サービスを提供しております。

住居用不動産の転貸借による収入については「リース取引に関する会計基準」（リース取引に関する

会計基準）（企業会計基準第13号 2007年３月30日）等に従い収益を認識しています。

礼金、更新料、その他の事務手続等については、入居期間を履行義務の充足期間として、履行義務を

充足するにつれて一定の期間にわたり均等に収益を認識しております。

内装収入等については、顧客との契約によりサービスの提供が完了した一時点で履行義務が充足され

ることから、当該時点において収益を認識しております。

② 売買DXインベスト事業

当社は、中古住宅の販売を行っており、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引き渡しを行う

義務を負っております。当該履行義務は、物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引

渡時点において収益を計上しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費 社債の償還期間にわたり定額法により償却しておりま

す。

② 消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業

年度の費用として処理しております。

2. 会計方針の変更に関する注記

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時

価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用す

ることとしております。これによる計算書類に与える影響はありません。
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3. 会計上の見積りに関する注記

（棚卸資産の評価）

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

金額（千円）

販売用不動産 2,386,798

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

イ．算出方法

当社は、棚卸資産の評価に関する会計基準に従い、収益性の低下により正味売却価額が帳簿価額を下回っ

ている販売用不動産の帳簿価額を、正味売却価額まで切り下げる会計処理を適用しております。会計処理の

適用に当たっては、個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用

しております。具体的には、正味売却価額が販売用不動産等の帳簿価額を下回った場合には、正味売却価額

をもって貸借対照表価額としております。

ロ．主要な仮定

見積りの算出に用いた重要な仮定は、正味売却価額の算定の基礎となる売価、見積追加製造原価及び見積

販売直接経費であります。

ハ．翌事業年度の計算書類に与える影響

当該主要な仮定は計算書類作成時点における最善の見積りに基づき決定しておりますが、見積りと将来の

結果が異なる可能性があります。すなわち、経済環境の悪化等に伴う賃料の低下及び空室率の上昇、想定外

の追加コストが発生すること等による賃貸費用の悪化、市場金利の変動に伴う割引率の上昇、住宅販売市況

の悪化に伴う販売価格の低下等により、正味売却価額の算定に重要な影響を及ぼす可能性があります。

4. 追加情報

（資産保有目的の変更）

賃貸等不動産の一部について、賃貸等不動産から販売用不動産へ保有目的を変更したことに伴い、賃貸等

不動産1,912,163千円を販売用不動産に振り替えております。

（子会社の吸収合併）

「連結注記表 4．追加情報」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
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5. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

販売用不動産 2,151,246千円

建物 273,729千円

土地 865,239千円

関係会社株式 429,354千円

計 3,719,569千円

② 担保に係る債務

短期借入金 1,919,200千円

１年内返済予定の長期借入金 242,668千円

長期借入金 1,938,555千円

計 4,100,424千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 268,225千円

(3) 保証債務

他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

株式会社VALOR 90,010千円

株式会社アンビション・エージェンシー 80,270千円

(4) 関係会社に対する金銭債権、金銭債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権 86,871千円

長期金銭債権 17,456千円

② 短期金銭債務 21,480千円

6. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 29,591千円

売上原価 2,737,549千円

販売費及び一般管理費 30,650千円

営業取引以外の取引高 535,078千円
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7. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 93株

8. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 9,229千円

貸倒引当金繰入超過額 18,027千円

賞与引当金 14,747千円

前受金(契約負債) 155,199千円

その他 15,857千円

繰延税金資産合計 213,061千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金(評価益) △4,247千円

繰延税金負債合計 △4,247千円

繰延税金資産の純額 208,813千円
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9. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等
（単位：千円）

種類 会社等の名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
株 式 会 社 ヴ ェ リ タ
ス・インベストメン
ト

所有
直接
100％

家賃保証
役員の兼任

家賃の支払
(注)1

2,581,413 ―
―

子会社
株 式 会 社 Re-Tech
RaaS

所有
直接
100％

資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
(注)2

87,000 短期貸付金 ―

債権放棄
(注)3

198,000 ― ―

子会社
株式会社アンビショ
ン・ベンチャーズ

所有
直接
100％

役員の兼任 借入金の返済 278,000 短期借入金 ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 家賃の支払の取引条件等については、近隣の賃料相場を勘案して合理的に決定しております。

2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

3. 株式会社Re-Tech RaaSに対する短期貸付金198百万円は、吸収合併に先立って債権放棄を行っております。なお、前事業年度

までに計上していた貸倒引当金111百万円を取崩し、当期において関係会社債権放棄損87百万円を計上しております。
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10. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表10.収益認

識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

11. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 427円09銭

(2) １株当たり当期純利益 127円18銭

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

当期純利益 865,830千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

普通株式に係る当期純利益 865,830千円

普通株式の期中平均株式数 6,807,655株

12．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年８月22日

株式会社アンビション ＤＸ ホールディングス
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 哲 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 下 川 高 史 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アンビション ＤＸ ホールディングスの

2022年７月１日から2023年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社アンビション ＤＸ ホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年８月22日

株式会社アンビション ＤＸ ホールディングス
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 齋 藤 哲 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 下 川 高 史 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アンビション ＤＸ ホールディン

グスの2022年７月１日から2023年６月30日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年７月１日から2023年６月30日までの第16期事業年度における取締役の職務の執

行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその

構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、

下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社

の内部統制部門その他内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社各部

門において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役

等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも

に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号

に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備

している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２. 監査の結果

(１)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス

テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人「太陽有限責任監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果

会計監査人「太陽有限責任監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年８月31日
株式会社アンビション ＤＸ ホールディングス 監査等委員会

常勤監査等委員 長 瀬 文 雄 ㊞

監査等委員 林 美 樹 ㊞

監査等委員 河 野 浩 人 ㊞

(注) 監査等委員の長瀬文雄、林美樹及び河野浩人は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す

る社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主の皆様へ利益還元することを経営上の最重要課題の

ひとつとして認識しております。配当政策につきましては、株主の皆様への利益還元と内部留保

充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて、継続的かつ安定的に利益配

分する方針であり、具体的には、各期の経営成績の状況を勘案して、以下のとおり第16期の期末

配当を実施いたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金22円00銭 総額151,159,954円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年９月29日
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第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）３名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期

満了となります。つきましては、取締役（監査等委員であるものを除く。）３名の選任をお願い

いたしたいと存じます。

なお、本議案に関し、監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員であるものを除く。）候補

者について適任であると判断しております。

取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１
清
し

水
みず

剛
たけし

（1971年５月14日）

1998年８月 ㈱コスモエーディーエス（現㈱ジョイント・プロ

パティ） 入社

2,613,000株

2007年４月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・エージェンシ

ー） 入社

2007年９月 当社設立 代表取締役社長就任（現任）

2011年12月 ㈱ルームギャランティ 代表取締役就任（現任）

2016年11月 ㈱ホープ少額短期準備会社（現㈱ホープ少額短期

保険） 取締役就任（現任）

2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任

（現任）

2017年10月 ㈱VISION 取締役就任（現任）

2019年７月 ㈱Re-Tech RaaS 取締役就任

2021年８月 ㈱アンビション・ベンチャーズ 代表取締役就任

（現任）

2023年４月 ㈱DRAFT 取締役就任（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱ルームギャランティ 代表取締役

㈱ホープ少額短期保険 取締役

㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役

㈱VISION 取締役

㈱アンビション・ベンチャーズ 代表取締役

㈱DRAFT 取締役
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候補者

番 号
氏
ふ り が な

名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る

当社の株式数

２
鈴
すず

木
き

匠
たくみ

（1979年８月28日）

2003年５月 ㈱日商ベックス 入社

37,300株

2004年１月 ㈲スウィートハウス 入社

2005年12月 ㈱ジョイント・レント（現㈱ジョイント・プロパ
ティ） 入社

2007年４月 ㈱ルームピア（現㈱アンビション・エージェンシ
ー） 入社

2007年11月 当社 入社

2010年８月 当社 執行役員兼プロパティマネジメント部長

2011年８月 当社 取締役就任 プロパティマネジメント部長
（現任）

2016年10月 日神不動産投資顧問㈱ 社外取締役就任（現任）

2016年11月 ㈱ホープ少額短期準備会社（現㈱ホープ少額短期
保険） 取締役就任（現任）

2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任
（現任）

2017年10月 ㈱Not Found（現㈱アンビション・エージェンシ
ー） 取締役就任（現任）

2017年10月 ㈱VISION 取締役就任（現任）

2017年11月 ㈱VALOR（現㈱アンビション・バロー） 取締役就
任（現任）

2018年９月 当社 常務取締役就任（現任）

2019年７月 ㈱Re-Tech RaaS 取締役就任

2020年７月 ㈱アンビション・レント 取締役就任（現任）

2020年７月 ㈱アンビション・パートナー 取締役就任（現任）

2023年４月 ㈱DRAFT 取締役就任（現任）

（重要な兼職の状況）

日神不動産投資顧問㈱ 社外取締役

㈱ホープ少額短期保険 取締役

㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役

㈱アンビション・エージェンシー 取締役

㈱VISION 取締役

㈱アンビション・バロー 取締役

㈱アンビション・レント 取締役

㈱アンビション・パートナー 取締役

㈱DRAFT 取締役
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

３
山
やま

口
ぐち

政
まさ

明
あき

（1972年８月14日）

1995年６月 ㈱マイルドシティ 入社

12,100株

2006年８月 三井リハウス東京㈱ 入社

2012年５月 当社 入社

2014年１月 当社 インベスト部長（現任）

2015年９月 当社 取締役就任（現任）

2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任

（現任）

2017年10月 ㈱Not Found（現㈱アンビション・エージェンシ

ー） 取締役就任（現任）

2017年10月 ㈱VISION 取締役就任（現任）

2020年７月 ㈱アンビション・レント 取締役就任（現任）

2020年７月 ㈱アンビション・パートナー 取締役就任（現任）

（重要な兼職の状況）

㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役

㈱アンビション・エージェンシー 取締役

㈱VISION 取締役

㈱アンビション・レント 取締役

㈱アンビション・パートナー 取締役

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 清水剛氏は、当社の親会社等に該当します。

3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、当該保険契約の概要は、事業報告の「(３)会社役員の状況」に記載のとおりです。各取締役

候補者が取締役に就任した場合は、引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険

契約は次回更新時においても同契約内容での更新を予定しております。

4. 株式会社VALORは、2023年７月１日付で株式会社アンビション・バローへ商号変更しております。

5. 株式会社Re-Tech RaaSは、当社を存続会社とする吸収合併により2023年８月30日に消滅いたしまし

た。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役３名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出については予め監査等委員会の同意を得ています。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１
長
なが

瀬
せ

文
ふみ

雄
お

（1949年１月６日）

1973年４月 ㈱辰村組（現南海辰村建設㈱） 入社

─

2002年２月 ㈱ジョイント・コーポレーション 入社

2007年２月 ネットエージェント㈱ 入社

2010年９月 当社 監査役就任

2015年９月 当社 社外取締役（常勤監査等委員）就任（現任）

2022年12月 ㈱Re-Tech RaaS 監査役就任

（重要な兼職の状況）

該当ありません。

２
林
はやし

美
み

樹
き

（1979年11月７日）

2002年８月 日本アジア航空㈱ 入社

500株

2007年８月 ㈱ワイズプラス 入社

2009年12月 司法書士法人星野合同事務所 入所

2010年４月 司法書士法人JLO 入所

2011年４月 林美樹司法書士事務所 所長就任

2011年４月 司法書士法人H2O（現H2O合同司法書士事務所）
代表就任（現任）

2012年９月 当社 社外監査役就任

2015年９月 当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）

2017年８月 ㈱みれい 代表取締役就任（現任）

2019年５月 10合同会社 代表社員就任（現任）

2020年４月 TEN合同会社 代表社員就任（現任）

2020年９月 (一社)全日本たすけあい共同参画
代表理事就任（現任）

（重要な兼職の状況）

H2O合同司法書士事務所 代表

㈱みれい 代表取締役

10合同会社 代表社員

TEN合同会社 代表社員

(一社)全日本たすけあい共同参画 代表理事
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

３
河
かわ

野
の

浩
ひろ

人
と

（1971年７月４日）

1997年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法

人） 入所

─

2001年10月 日興コーディアル証券㈱ 入社

2003年１月 河野公認会計士事務所 所長就任（現任）

2003年１月 ㈲ケーマックスアンドカンパニー（現㈱ケーマッ

クスアンドカンパニー） 代表取締役就任（現任）

2006年３月 ㈱ヴァンパッシオン 監査役就任（現任）

2010年６月 (特非)ドネーションミュージック 監事就任（現

任）

2012年２月 フォースバレー・コンシェルジュ㈱ 監査役就任

（現任）

2013年６月 ㈱スピードリンクジャパン 社外監査役就任（現

任）

2015年９月 当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）

2018年５月 ㈱S-works 取締役就任（現任）

2022年１月 ㈱ベアーズ 社外監査役就任（現任）

2022年２月 ㈱ユナイテッドウィル 監査役就任（現任）

2023年６月 ㈱NewsTV 監査役就任（現任）

（重要な兼職の状況）

河野公認会計士事務所 所長

㈱ケーマックスアンドカンパニー 代表取締役

㈱ヴァンパッシオン 監査役

(特非)ドネーションミュージック 監事

フォースバレー・コンシェルジュ㈱ 監査役

㈱スピードリンクジャパン 社外監査役

㈱S-works 取締役

㈱ベアーズ 社外監査役

㈱ユナイテッドウィル 監査役

㈱NewsTV 監査役
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(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 長瀬文雄、林美樹及び河野浩人の各氏は、社外取締役候補者であります。各氏を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として届け出ておりますが、選任をご承認いただいた場合、改めて東京証券

取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

3.(1) 長瀬文雄氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は、社会保険労務士の資格を有し、

事業会社における人事・労務部門での豊富な経験を有しておられることから、社外取締役として

の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、同

氏は、当社の子会社である株式会社Re-Tech RaaSの監査役であります。

(2) 林美樹氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は、同氏は直接会社経営に関与した

ことはありませんが、司法書士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有し

ておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任

をお願いするものであります。

(3) 河野浩人氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は、公認会計士の資格を有し、財

務・会計に関する豊富な経験と専門知識を有しておられることから、社外取締役としての職務を

適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

4. 長瀬文雄、林美樹及び河野浩人の各氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、

監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって８年となりま

す。

5. 当社と長瀬文雄、林美樹及び河野浩人の各氏は、会社法第423条第１項の責任について、善意でかつ

重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とする旨の責任限定契約を締結しており

ます。各氏の選任をご承認いただいた場合、各氏との間で該当契約を継続する予定であります。

6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、当該保険契約の概要は、事業報告の「(３)会社役員の状況」に記載のとおりです。各取締役

候補者が取締役に就任した場合は、引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険

契約は次回更新時においても同契約内容での更新を予定しております。

7. 株式会社Re-Tech RaaSは、当社を存続会社とする吸収合併により2023年８月30日に消滅いたしまし

た。

以上
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東郷記念館
「天翔」
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株主総会会場ご案内図

会場 東京都渋谷区神宮前一丁目５番３号

東郷記念館４階 「天翔」

※ご案内図の●印の場所に東郷記念館の案内板がございます。

◎ＪＲ「原宿駅」竹下口 徒歩３分

東京メトロ「明治神宮前駅」５番出口 徒歩３分

※駐車場の用意はございませんので、ご了承のほどお願い申しあげます。
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